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栗山町国民保護計画の変更（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国民保護計画の関連性】 

 

 

           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民の保護に関する基本指針は、国民保護法（平成１６年法律第１１２号）に基づ

き、政府が武力攻撃事態等に備えて、国民の保護のための基本事項を定めたものです。 

都道府県・市町村においては、国と一体となり国民保護ために基本指針に基づいて国

民保護計画を作成するよう義務付けられております。 

１．国民保護計画 

国民保護計画は、実情に沿った計画とするため、社会情勢の変化などにより、国民の

保護に関する基本指針や北海道国民保護計画に変更があったときに、内容を検討し、必

要があるときは変更する必要があります。 

 今回の変更は、栗山町国民保護計画について、平成２２年３月に変更がなされた以後

の関係法令や用語等の改正及び基本指針、北海道国民保護計画の変更を踏まえ、見直し

をするものです。 

２．国民保護計画の変更 

国 国民保護法 

国 国民の保護に関する基本指針 

北海道国民保護協議会 北海道国民保護計画 

指定行政機関 国民保護計画 

指定公共機関 国民保護業務計画 

栗山町国民保護協議会 栗山町国民保護計画 
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３．国民保護計画の経緯 

平成２０年１０月 「国民の保護に関する指針」変更 

平成１７年３月  「国民の保護に関する指針」作成 

平成２１年３月  「北海道国民保護計画」変更 

平成３０年３月 「栗山町国民保護計画」変更 

平成１８年１月  「北海道国民保護計画」作成 

平成１９年３月  「栗山町国民保護計画」決定 

平成１６年９月  「国民保護法」施行 

平成２２年３月  「栗山町国民保護計画」変更 

 

平成２６年１１月 「北海道国民保護計画」変更 

平成２７年１２月 「国民の保護に関する指針」変更 

平成２８年８月  「国民の保護に関する指針」変更 

 

平成２８年１２月 「北海道国民保護計画」変更 
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栗山町国民保護計画の構成 

第１編  総  論 

第 １章 町の責務、計画の位置づけ、構成等 

第 ２章 国民保護措置に関する基本方針 

第 ３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

第 ４章 町の地理的、社会的特徴 

第 ５章 町国民保護計画が対象とする事態 

第２編 平素からの備えや予防 

第 １章 組織・体制の整備等 

第 ２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

第 ３章 物資及び資材の備蓄、整備 

第 ４章 国民保護に関する啓発 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第 １章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

第 ２章 町対策本部の設置等 

第 ３章 関係機関相互の連携 

第 ４章 警報及び避難の指示等 

第 ５章 救援 

第 ６章 安否情報の収集・提供 

第 ７章 武力攻撃災害への対処 

第 ８章 被災情報の収集及び報告 

第 ９章 保健衛生の確保その他の措置 

第１０章 国民生活の安定に関する措置 

第１１章 特殊標章等の交付及び管理 

第４編 復旧等 

第 １章 応急の復旧 

第 ２章 武力攻撃災害の復旧 

第 ３章 国民保護措置に要した費用の支弁等 

第５編 緊急対処事態への対処 
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項  目 主な変更内容 新旧 

対照表 共  通 ○関係機関の名称の変更等 ○用語の統一、文言の整理 

第１編  

総論 

第２章 国民保護措置に関する基本方針 

○文言修正 

・「障害者」を「障がい者」 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

○国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄の追加 

第４章 町の地理的、社会的特徴 

○平均気温グラフ、人口分布（年齢構成割合）の修正 

１ 

○道路路線数、鉄道運行本数の修正 ２ 

第２編 

平素からの 

備えや予防 

第１章 組織・体制の整備等   

○機構改革等による修正 

 ・課、室等の名称の修正 

３ 

○関係機関、団体名称の修正 

 ・「社会福祉協議会」を「栗山町社会福祉協議会」 

 ・「非常通信協議会」を「北海道非常通信協議会」 

４ 

○表題修正、具体的情報伝達手段の記載 

 ・緊急情報ネットワークシステム 

 ・全国瞬時警報システム 

５ 

○安否情報システムによる報告 

○安否情報の収集及び報告すべき情報の修正 

 ・「住所」を「住所（郵便番号を含む）」 

○訓練内容の記載 

６ 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

○文言修正 

 ・「要援護者」を「避難行動要支援者」 

 ・「障害者」を「障がい者」 

７ 

～８ 

○所管省庁名、法律名称の修正 

 ・「文部科学省」を「原子力規制委員会」 

 ・「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 

確保等に関する法律」 

９ 

第３編 

武力攻撃事態

等への対処 

第２章 町対策本部の設置等 

○機構改革等による「町対策本部組織図」の修正等 

 ・まちづくり総括、産業総括、建設総括、福祉総括 

 ・「総務班」「広報情報班」を「総務広報班」 

○町対策本部の組織構成及び機能の修正 

１０ 

第２章 町対策本部の設置等 

○関係報道機関の変更 

○「町現地対策本部の設置」を新設 

１１ 

第３章 関係機関相互の連携 

○文言修正 

 ・「社会福祉協議会」を「栗山町社会福祉協議会」 

１２ 

第４章 警報及び避難の指示等 

○警報の内容の伝達方法 

 ・エムネット、Ｊアラートの活用 

１２ 

 

 

 

 

 

 

４．栗山町国民保護計画の主な変更内容 
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○栗山町国民保護協議会（諮問・答申） 平成３０年２月５日 

○パブリックコメントの実施      平成３０年２月９日～２月１９日 

○北海道との正式協議         平成３０年２月２３日～３月８日 

○栗山町議会へ報告          平成３０年３月１６日 

○ホームページ掲載（公表）      平成３０年３月末 

５．国民保護計画の変更経過 

項  目 主な見直し内容 新旧 

対照表 共  通 ○関係機関の名称の変更等 ○用語の統一、文言の整理 

第３編 

武力攻撃事態

等への対処 

 

第４章 警報及び避難の指示等 

○文言修正 

 ・「災害時要援護者」を「避難行動要支援者」 

 ・「避難支援プラン」を「避難行動要支援者名簿」 

１２ 

○文言修正 

・「障害者」を「障がい者」 

 ・「介護保険制度関係者」を「福祉事業者」 

１３ 

○「大規模集客施設等における当該施設滞在者等の避難」の新設 １４ 

第５章 救援 

○文言修正 

 ・「死体」を「遺体」 

○救護事務の移管による修正 

・「平成１６年厚生労働省告示第３４３号」を「平成２５年内閣府告示

第２２９号」に修正 

・「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に修正 

１５ 

○学校教育法の一部改正に伴う修正 

 ・「盲学校、聾学校及び養護学校（以下「特殊教育諸学校」という。）を 

  「特別支援学校」 

 ・「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」 

○文言の修正 

 ・「死体」を「遺体」に修正 

第６章 安否情報の収集・提供 

○安否情報の収集及び報告すべき情報の修正 

 ・「住所」を「住所（郵便番号を含む）」 

１６ 

○外国人登録制度廃止に伴う修正 

 ・「外国人登録原票」を削除 
１７ 

第７章 武力攻撃災害への対処 

○文言等の整理 

○核攻撃等の対応に係る追記 

１８ 

○文言の修正 

 ・「死体」を「遺体」 

○廃棄物処理対策指針の修正 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．栗山町国民保護計画の主な変更内容 


